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障がい福祉関連事業の見直しに関する意見募集 

（パブリックコメント）の実施結果について 
 

 

 ご意見をお寄せいただきありがとうございました。 

 お寄せいただきましたご意見に対する市の考え方をとりまとめましたので、

ここに公表いたします。 

 

１．意見募集の期間 

 平成 30 年９月４日（火）～平成 30 年 10 月３日（水） 

 

２．意見数  

４件 

 

３．意見提出通数 

３通（個人２人、団体１団体） 

（メールによる提出：１人、フォームによる提出：１人及び 1 団体） 

 

４．事業別意見数 

事業名 意見数 

重度障がい者医療費助成事業 １件 

知的障がい者等雇用促進事業 ０件 

ハンディキャブ運行事業 ３件 

日常生活用具給付事業 ０件 

ストマ用装具購入助成事業 ０件 

移動支援事業 ０件 

訪問入浴サービス事業 ０件 

合計 ４件 

 

  



2 
 

５．意見概要及び市の対応について 

 

（１）重度障がい者医療費助成事業（意見数 １件） 

①市の対応区分 

記号 対応区分 件数 

○ 意見を反映し、素案を修正するもの ０件 

□ 意見の趣旨や考え方が既に素案に盛り込まれているもの ０件 

■ 意見は反映させないが、今後の事業実施時等に参考とするもの ０件 

▲ ご意見を反映することが困難なため、素案どおりとしたもの １件 

◆ 
今回のパブリックコメント対象外の内容であり、参考意見とし

て扱うもの 
０件 

合計 １件 

 

②意見概要と市の対応 

番

号 
意見概要 

採

否 
採否の理由 

１ 

所得制限の導入は理解でき

るが、見直しするのであれば

現在当該事業の対象となって

いない療育手帳Ｂの人でも所

得が低い人がいるため、対象

者を療育手帳Ｂの人まで拡大

してもらいたい。 

▲ 

当該事業は神奈川県の重度障害

者医療費給付補助事業補助金交付

要綱（以下「県要綱」という。）に

基づき助成を行っておりますが、

県要綱での補助対象は療育手帳Ａ

（知能指数 35 以下）の方となって

おります。県要綱の補助対象とな

らない方まで助成対象を拡大する

と、その費用はすべて市単独での

負担となるため、本市の厳しい財

政事情の中、事業自体の持続可能

性も考慮すると、県要綱の補助対

象外まで対象者を拡大することは

現状では難しいものと考えており

ます。 
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（２）ハンディキャブ運行事業（意見数 ３件） 

①市の対応区分 

記号 対応区分 件数 

○ 意見を反映し、素案を修正するもの ０件 

□ 意見の趣旨や考え方が既に素案に盛り込まれているもの ０件 

■ 意見は反映させないが、今後の事業実施時等に参考とするもの ０件 

▲ ご意見を反映することが困難なため、素案どおりとしたもの ３件 

◆ 
今回のパブリックコメント対象外の内容であり、参考意見とし

て扱うもの 
０件 

合計 ３件 

 

②意見概要と市の対応 

番

号 
意見概要 

採

否 
採否の理由 

１ 

車いすを利用する方や寝た

きりの方以外にも、精神障が

いや知的障がい（行動障が

い）など、公共交通機関やタ

クシーの利用が困難な方もい

るので、当該事業を廃止する

前に対象者を再検討してもら

いたい。 

▲ 

当該事業は平成４年から、既存

のバスや鉄道などの公共交通機関

の利用が困難な重度障がい者や寝

たきり高齢者などの移送手段を確

保し、生活圏の拡大と社会参加の

促進を図るために運行を開始した

経緯があります（利用料は無料）。 

しかしながら、この間の高齢化

の進行等により一般のタクシー会

社や介護タクシー事業者などで福

祉車両の整備が進み、また様々な

福祉サービスの提供もなされてき

ていることなど、移動が困難な方

への支援施策も一定程度拡充され

てきているものと考えておりま

す。 

そうした中、当該事業に対する

需要は事業開始当初に比べると少

なくなってきており、事業の費用

対効果（平成 29 年度実績：一運行

当たり 18,800 円）等を考慮する

と、本市の厳しい財政事情の中で

２ 

 ハンディキャブで多くの

外出の機会ができたので廃止

は残念である。ハンディキャ

ブの代わりの福祉有償運送を

利用すると、社会参加や余暇

利用のための費用負担がかな

り大きくなり、経過措置で予

定されている年間助成額

18,000 円では足りない。 

▲ 

３ 

介護保険対象者はハンディ

キャブの代わりの手段を利用

できるが、子どもの場合は利

用できない。また、利用率に

ついては周知をすればもっと

▲ 
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上がるのではないか。 

経過措置については、いつ

まで続くのか見えないため不

安である。 

の事業継続は難しいものと考えて

おります。 

しかしながら、いただいたご意

見のとおり現在も一定の需要があ

ることは認識しておりますので、

現在ご利用いただいている方につ

きましては、今後は一定の利用者

負担も想定した中で、介護保険で

の移送サービスや通院等乗降介

助、また福祉有償運送等の利用を

検討いただければと考えておりま

す。 

なお、廃止に伴う経過的な措置

につきましては、いただいたご意

見や財政事情等を踏まえて検討を

進めてまいります。 

 


